特定事業所集中減算に係るＱ＆Ａ（平成27年度後期以降）

	○留意事項通知　第３の13（４）正当な理由の範囲の運用について


問１　サービス利用にかかる理由書に挙げられている項目以外に、正当な理由として認められないのか。

答１　サービスの質が高いとする理由は、利用者の心身の状況や必要とするサービス内容等により異な

るものであり、理由書の様式にない場合は、自由記載欄に該当サービスと具体的な理由を記載する

こと。

なお、単に利用者の希望、同一法人で連絡が取りやすい、主治医と密接な連携が確保できる、と

いった利用者にとってサービスの質が高いと判断する理由が不明確な場合は該当しない。

問２　サービスの質が高いことなどによる正当な理由を届け出る際に必要な書類は何か。

答２　特定事業所集中減算に関する届出書に以下の書類を添付して、判定期間が前期の場合は９月15日まで、後期の場合は３月15日までに提出すること。

①サービス利用にかかる理由書

　　　②居宅サービス計画（第１表から第４表、第６表、第７表）

　　　③利用者について地域ケア会議等の意見、助言を受けた場合は、当該会議の記録

　　　※上記③の会議の記録については、正当な理由を届け出る際に必須ではないことに留意すること。

　　　なお、正当な理由を判断するため、市から利用者の心身の状況や必要とするサービスの内容を示

すアセスメントシート等の関係書類の提出を求めることがある。

	○制度全般に関することについて


問３　特定事業所集中減算の制度概要や届出様式等の資料はどこを見ればわかるか。

答３　制度概要や届出様式等の資料は、金沢市ホームページからダウンロードすること。

　　※掲載URL
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/shinseishodownload/8770.html
問４　特定事業所集中減算に該当することになった場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表（報酬算定届）も提出する必要があるか。

答４　報酬算定届は減算の適用の有無が変わる場合に提出が必要となる。特に減算が「有り」から「無し」に変更されても、この報酬算定届が提出されない場合は減算「有り」のままとなって、引き続き減算して請求することとなるので注意すること。

問５　問４の報酬算定届はいつまでに提出する必要があるか。

答５　報酬算定届は、特定事業所集中減算に関する届出書と一緒に提出すること。
